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空の産業⾰命につながる、ドローンの有⼈地帯（第三者上空）での⽬視外⾶⾏（レベル４）
による⼩型無⼈機の利活⽤の早期本格化を図るため、関係機関等の協⼒の下で実証実験を
スピーディに実施していく必要があることから、東京圏国家戦略特別区域会議の下に
「ちばドローン実証ワンストップセンター」を設置

ちばドローン実証ワンストップセンターの設置

(＊1) 必要に応じて関係府省等を集めた説明等の場を設定
(＊2) 必要に応じて実証実験希望者と関係府省等とで個別に調整
※ 許可等の⼿続きが必要な場合、所管省庁等に直接申請

東 京 圏 国 家 戦 略 特 別 区 域 会 議

[窓⼝：千葉市]
＜主なサービス＞
・電話相談、窓⼝相談等
・関係機関等との調整
・地域への周知等
・取組みの広報
・「千葉市ドローン宅配等分科会」の検討

への協⼒

 関係府省

 所轄警察

 道路管理者

 港湾管理者

 公園管理者

 関係⾃治体 等

➊ 相談

➍ 回答･情報提供

➋ 情報提供･調整(＊1)

➌ 助⾔･情報提供(＊2)
実証実験希望者

千葉市ドローン宅配等分科会
連携

【業務イメージ】

ちばドローン実証
ワンストップセンター
設置主体：国及び千葉市

計画認定申請



ドローンのあらゆる利活用分野での早期実用化に向けた取組み

◎宅配

◎宅配以外

☆千葉市では宅配の取組みに加え、ワンストップセンターとドローンフィールドのソフト、ハード両⾯の⽀援体制を構築！

ドローンを活⽤する各分野で、必要な規制緩和を⼀体的に捉え、
「規制のサンドボックス」の活⽤を推進し、あらゆる分野でのドローンの利活⽤、
新ビジネス創出を⽀援していく！

東 京 湾

花⾒川

幕張新都⼼
エリア

公園上空
道路上空
私有地上空

[物流ＷＧ]

[⾶⾏ＷＧ]（サンドボックス活⽤案）
◎⻑距離 ⇒ ⽬視外⾶⾏（補助者なし）
◎JR、道路上空 ⇒ 第三者上空⾶⾏（補助者なし）

[宅配ポートＷＧ]（サンドボックス活⽤案）
◎道路等上空 ⇒ 第三者上空⾶⾏（補助者なし）
◎離着陸 ⇒ 離隔距離（30m）の最⼩化

道路橋横断
JR鉄道橋横断

・楽天AirMapと連携
・フィールドの運⽤にUTM（無⼈航空機管制）

システムを導⼊
・利⽤ルール、空域情報の公開、システムによる

申込など

⺠間事業者の技術開発を促進！

法⼈向け「ドローンフィールド」
○本市独⾃に平成29年12⽉開設
○実証実験の場として市有施設３か所を無料で提供
○フィールドに限らず橋梁、下⽔道を始め様々な

事業者の要望に応じて市内全域で場の提供を検討

ワンストップセンター（今回認定申請）
⺠間事業者の実証実験をｽﾋﾟｰﾃﾞｨに実施！

実証実験
希望者

関係府省
所轄警察

関係⾃治体
など

千葉市
相談、調整
情報提供

窓 ⼝

調整池

① 物流ＷＧ ② ⾶⾏ＷＧ ③ 宅配ポートＷＧ
検討
範囲 物流倉庫 〜 東京湾 東京湾 〜 花⾒川 花⾒川 〜 幕張新都⼼

(若葉住宅地区)

予定
実験

○物流倉庫における
荷物配送実験

○花⾒川上空⾶⾏の実験
（道路橋等の横断）

○東京湾海上⾶⾏の実験
○若葉住宅地区における

ポート着陸、荷物配送実験

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ
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新規提案

規制改⾰提案
３歳未満児の定員を設定する保育所、認定こども園においては、⼩規模保育
事業等と同様に０歳児の在籍⼈数に関わらず、１⼈に限って看護師等（保健
師、准看護師を含む）を保育⼠とみなす。

保育人材確保による待機児童解消の推進

「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」の緩和

千葉市では
➣Ｈ２８年度から２年連続で待機児童が発⽣（Ｈ２８年度：１１⼈、Ｈ２９年度：４８⼈）
➣既存施設１８施設（全体の約１５％）の保育⼠不⾜による受⼊枠の減少が主な要因（Ｈ29.4.1時点）

規制
事項保育所、認定こども園において、看護師等を１⼈に限って保育

⼠とみなすことが認められているが、０歳児が４⼈以上在籍
する施設に限られている。

・市内保育所等の７割で新たに看護師等の雇用が期待され、

約２４０人分の受入枠増加(※) により待機児童解消を推進！！

対応できる保育人材の
確保が喫緊の課題

⼀⽅、⼩規模保育事業等においては、
０歳児の⼈数要件は設けられていない。

あらゆる手段による
保育人材確保が必要

保育所等における保健業務（児童の健康支援、障害児や医療的ケア児への対応など）強化による
保育の質の向上も期待！！

※本市アンケート調査の結果、看護師等を配置していない施設３９施設のうち２７施設が要件緩和により看護師等の配置を検討すると回答。
２７施設において、新たに看護師等を雇⽤した場合に１⼈当たり８.７⼈の児童を保育するものとして算出。

さらに、

看護師等の雇⽤に向け、Ｈ２８年度から「潜在看護師等に対する保育所等への再就職⽀援研修」を実施
（H28年度実績では、研修参加者81⼈のうち約20％が潜在看護師等であり、そのうち３⼈が市内保育所等へ就職（H29.4⽉調査））

規制改革の実現により・・・
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